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白岡市公民館条例等の一部を改正する条例の概要 

 

１ 改正の理由 

  条例等の見直しにより、白岡市公民館条例等の一部を改正するものである。 

 

２ 改正の概要 

⑴ 第１条関係（白岡市公民館条例の一部改正） 

  ア 第１条（設置） 

所要の文言整理をする。 

  イ 第１１条（利用条件の変更停止及び許可の取消し） 

「教育委員会」を「市」に改める。 

  ウ 第１６条（使用料の減免） 

「教育委員会」を「市長」に改める。 

⑵ 第２条関係（白岡市勤労者体育センター条例の一部改正） 

  ア 第３条ただし書（休館日）、第４条第１項ただし書及び第２項ただし書（利用時

間及び期間）、第５条（利用の許可）、第６条（許可の制限）、第８条（遵守事項

及び市長の指示）、第９条ただし書（施設等の変更制限）、第１０条第１項（利用

許可の取消し等）、第１３条（入館の禁止）並びに第１６条第１号（使用料の還

付） 

「市長」を「教育委員会」に改める。 

⑶ 第３条関係（白岡市市民テニスコート条例の一部改正） 

  ア 第２条ただし書（休業日）、第３条第１項ただし書及び第２項ただし書（利用時

間等）、第４条（利用の許可）、第５条（許可の制限）、第７条（遵守事項及び市

長の指示）、第８条第１項（利用許可の取消し等）並びに第１３条第１号（使用料

の還付） 

「市長」を「教育委員会」に改める。 

  イ 第８条第２項（利用許可の取消し等） 

「市長」を「市」に改める。 

⑷ 第４条関係（白岡市Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部改正） 



 ２  

  ア 第１５条（使用料の減免）、第２７条ただし書（指定管理者の損害賠償義務）、

第２８条（利用料金収入の帰属及び利用料金の決定）及び第２９条第２項（利用料

金の納付等） 

「教育委員会」を「市長」に改める。 

⑸ 第５条関係（白岡市生涯学習センター条例の一部改正） 

  ア 第１０条第２項（利用条件の変更停止及び許可の取消し） 

「教育委員会」を「市」に改める。 

  イ 第１５条（使用料の減免） 

「教育委員会」を「市長」に改める。 

 

３ 施行期日 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第１条中白岡市公民館条例第１条

及び第１１条第２項の改正規定、第３条中白岡市市民テニスコート条例第８条第２項の改正

規定並びに第５条中白岡市生涯学習センター条例第１０条第２項の改正規定は、公布の日か

ら施行する。 

 


